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 Ｘ ｉ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第 14 章 （略） 
 
料⾦表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種 類 提供条件 
１〜７ （略） （略） 
８ sp モード機能 

(1)〜(3) （略） 
(4) この機能を利⽤しているＸｉ契約者（ｉモード機能

の提供を受けている者を除きます。）は、契約者回線に
接続されている端末設備（この機能を利⽤するために必
要な機能を有するものに限ります。以下この欄において同
じとします。）等に記録されたデータの⼀部を、当社が設
置した電気通信設備（以下この欄において「sp モードケ
ータイデータ蓄積装置」といいます。）において保存、編
集若しくは削除等の管理⼜はその蓄積装置に保存され
たデータを受信できる機能（以下この欄において「sp モー
ドケータイデータお預かり機能」といいます。）を利⽤する
ことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5)〜(7) （略） 

 

(1)〜(4) （略） 
(5) (4)の規定によるほか、当社は、当社のあんしんネットセキュ
リティご利⽤規約に基づきあんしんネットセキュリティサービスの有
料機能の利⽤に係る請求があったときは、メールウイルスチェック
機能の利⽤に係る請求があったものとみなして取り扱います。 

 ただし、その有料機能の利⽤に係る請求の際に、メールウイル
スチェック機能の利⽤に係る請求を⾏わない旨の意思表⽰があ
ったときは、この限りでありません。 

(6)〜(17) （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(18)〜(25) （略） 
(26) (25)に規定する数を超えて⾳声ファイルを蓄積しようとす
るときは、蓄積されている⾳声ファイルのうち、最初に蓄積したも
のから順に消去して蓄積します。 

(27) (26)の規定によるほか、災害⽤⾳声お届けサービスを利
⽤して蓄積された⾳声ファイルについては、当社が定める時間
が経過した後、消去します。 

(28)〜(47) （略） 
（注１）(34)に規定する当社が別に定める⽅法及び(13)、
(17)並びに(47)に規定する当社が別に定めるところは、「spモ

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種 類 提供条件 
１〜７ （略） （略） 
８ sp モード機能 

(1)〜(3) （略） 
(4) この機能を利⽤しているＸｉ契約者（ｉモード機能

の提供を受けている者⼜は(5)に規定する電話帳バック
アップを利⽤している者を除きます。）は、契約者回線に
接続されている端末設備（この機能を利⽤するために必
要な機能を有するものに限ります。以下この欄において同
じとします。）等に記録されたデータの⼀部を、当社が設
置した電気通信設備（以下この欄において「sp モードケ
ータイデータ蓄積装置」といいます。）において保存、編
集若しくは削除等の管理⼜はその蓄積装置に保存され
たデータを受信できる機能（以下この欄において「sp モー
ドケータイデータお預かり機能」といいます。）を利⽤する
ことができます。 

(5) この機能を利⽤しているＸｉ契約者（sp モードケータ
イデータお預かり機能を利⽤している者を除きます。）
は、契約者回線に接続されている端末設備に記録され
たデータの⼀部を、当社が設置した電気通信設備（以
下この欄において「電話帳バックアップ蓄積装置」といいま
す。）において保存、編集若しくは削除等の管理⼜はそ
の蓄積装置に保存されたデータを受信できる機能（以
下この欄において「電話帳バックアップ」といいます。）を利
⽤することができます。 

(6)〜(8) （略）  

(1)〜(4) （略） 
(5) (4)の規定によるほか、当社は、当社のあんしんネットセキュ
リティご利⽤規約に基づきあんしんネットセキュリティサービスの有
料機能の利⽤に係る請求があったときは、メールウイルスチェック
機能の利⽤に係る請求があったものとみなして取り扱います。 

 ただし、その有料機能の利⽤に係る請求の際に、メールウイル
スチェック機能の利⽤に係る請求を⾏わない旨の意思表⽰があ
ったときは、この限りでありません。 

(6)〜(17)  
(18) 電話帳バックアップ蓄積装置に保存できるデータの種類
及び容量は、当社が別に定めるところによります。 

(19) 契約者は、当社が定める条件により、端末設備に記録さ
れたデータの⼀部を電話帳バックアップ蓄積装置に⾃動的に保
存するための信号を受信することができます。 

(20) Ｘｉ契約に係る名義変更、利⽤中⽌⼜は契約者識別
番号の変更があったときは、既に蓄積装置に蓄積されているデ
ータが消去されることがあります。この場合、消去されたデータの
復元はできません。 

(21) 電波状態等により、電話帳バックアップを利⽤して送受信
されたデータが破損⼜は滅失することがあります。この場合にお
いて、当社は⼀切の責任を負わないものとします。 

(22) 電話帳バックアップの利⽤に係るデータの保存⽅法その他
の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

(23)〜(30) （略） 
(31) (30)に規定する数を超えて⾳声ファイルを蓄積しようとす
るときは、蓄積されている⾳声ファイルのうち、最初に蓄積したも
のから順に消去して蓄積します。 

(32) (31)の規定によるほか、災害⽤⾳声お届けサービスを利
⽤して蓄積された⾳声ファイルについては、当社が定める時間
が経過した後、消去します。 

(33)〜(52) （略） 
（注１）(39)に規定する当社が別に定める⽅法及び(13)、
(17)、(18)、(22)並びに(52)に規定する当社が別に定める
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ードご利⽤規則」等に定めるところによります。 
（注２）（略） 

９〜31 （略） （略） 
 

別表３〜別表９ （略） 
 
 

附 則（平成 29 年 8 ⽉ 16 ⽇経企第 948 号） 
（実施期⽇） 

１ この改正規定は平成 29 年８⽉ 22 ⽇から実施します。 
（Ｘｉの通信料に係る特例） 

２ 経企第 874 号（平成 28 年９⽉ 13 ⽇）の附則第３項中、「平成 30 年３⽉ 31 ⽇までの間」を「当社が定める⽇までの間」に
改めます。 
（その他） 

３ 経企第 1425 号（平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇）の附則第１項中、「平成 30 年４⽉１⽇から実施」を「当社が定める⽇から実施」
に改めます。 

４ 経企第 706 号（平成 29 年７⽉ 21 ⽇）の附則中、「当社が定める⽇から実施」を「平成 29年８⽉８⽇から実施」に改めます。 
 
 

 
 
 

ところは、「sp モードご利⽤規則」等に定めるところによります。 
（注２）（略） 

９〜31 （略） （略） 
 
 
別表３〜別表９ （略） 
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 Ｆ Ｏ Ｍ Ａ サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
 

[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 
 

第１章〜第 14 章 （略） 
 

料⾦表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種 類 提供条件 
１〜32 （略） （略） 
33 sp モード機能 
(1)〜(3) （略） 
(4) この機能を利⽤しているＦＯＭＡ契約者（ｉモード機

能の提供を受けている者を除きます。）は、契約者回線に
接続されている端末設備（この機能を利⽤するために必要
な機能を有するものに限ります。以下この欄において同じと
します。）等に記録されたデータの⼀部を、当社が設置した
電気通信設備（以下この欄において「sp モードケータイデ
ータ蓄積装置」といいます。）において保存、編集若しくは
削除等の管理⼜はその蓄積装置に保存されたデータを受
信できる機能（以下この欄において「sp モードケータイデー
タお預かり機能」といいます。）を利⽤することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)〜(7) （略） 

 

(1)〜(17) （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(18)〜(21) （略） 
(22) 当社は、災害⽤伝⾔板サービスを利⽤して登録された情
報について、その情報を登録した契約者回線に係る指定割引
回線群（料⾦表第１表第３（通信料）に規定するものを
いいます。）を構成する他の契約者回線及び(20)に規定する
情報の登録の希望があった契約者回線へ spモード電⼦メール
を利⽤して送信します。 

  ただし、情報を登録した者が送信を希望しない場合はこの限
りでありません。 

(23)〜(25) （略） 
(26) (25)に規定する数を超えて⾳声ファイルを蓄積しようとす
るときは、蓄積されている⾳声ファイルのうち、最初に蓄積したも
のから順に消去して蓄積します。 

(27) (26)の規定によるほか、災害⽤⾳声お届けサービスを利
⽤して蓄積された⾳声ファイルについては、当社が定める時間
が経過した後、消去します。 

(28)〜(46) （略） 
（注１）(34)に規定する当社が別に定める⽅法及び(13)、

 
第１章〜第 14 章 （略） 

 
料⾦表 （略） 
 
別表１ （略） 
 
別表２ 付加機能 

種 類 提供条件 
１〜32 （略） （略） 
33 sp モード機能 
(1)〜(3) （略） 
(4) この機能を利⽤しているＦＯＭＡ契約者（ｉモード機

能の提供を受けている者⼜は(5)に規定する電話帳バック
アップを利⽤している者を除きます。）は、契約者回線に接
続されている端末設備（この機能を利⽤するために必要な
機能を有するものに限ります。以下この欄において同じとしま
す。）等に記録されたデータの⼀部を、当社が設置した電
気通信設備（以下この欄において「sp モードケータイデータ
蓄積装置」といいます。）において保存、編集若しくは削除
等の管理⼜はその蓄積装置に保存されたデータを受信でき
る機能（以下この欄において「sp モードケータイデータお預
かり機能」といいます。）を利⽤することができます。 

(5) この機能を利⽤しているＦＯＭＡ契約者（sp モードケ
ータイデータお預かり機能を利⽤している者を除きます。）
は、契約者回線に接続されている端末設備（この機能を
利⽤するために必要な機能を有するものに限ります。以下こ
の欄において同じとします。）に記録されたデータの⼀部を、
当社が設置した電気通信設備（以下この欄において「電
話帳バックアップ蓄積装置」といいます。）において保存、編
集若しくは削除等の管理⼜はその蓄積装置に保存された
データを受信できる機能（以下この欄において「電話帳バッ
クアップ」といいます。）を利⽤することができます。 

(6)〜(8) （略） 
 

(1)〜(17) （略） 
(18) 電話帳バックアップ蓄積装置に保存できるデータの種類
及び容量は、当社が別に定めるところによります。 

(19) 契約者は、当社が定める条件により、端末設備に記録さ
れたデータの⼀部を電話帳バックアップ蓄積装置に⾃動的に保
存するための信号を受信することができます。 

(20) ＦＯＭＡ契約に係る名義変更、利⽤中⽌⼜は契約者
識別番号の変更があったときは、既に蓄積装置に蓄積されてい
るデータが消去されることがあります。この場合、消去されたデー
タの復元はできません。 

(21) 電波状態等により、電話帳バックアップを利⽤して送受信
されたデータが破損⼜は滅失することがあります。この場合にお
いて、当社は⼀切の責任を負わないものとします。 

(22) 電話帳バックアップの利⽤に係るデータの保存⽅法その他
の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

(23)〜(26) （略） 
(27) 当社は、災害⽤伝⾔板サービスを利⽤して登録された情
報について、その情報を登録した契約者回線に係る指定割引
回線群（料⾦表第１表第３（通信料）に規定するものを
いいます。）を構成する他の契約者回線及び(25)に規定する
情報の登録の希望があった契約者回線へ spモード電⼦メール
を利⽤して送信します。 

  ただし、情報を登録した者が送信を希望しない場合はこの限
りでありません。 

(28)〜(30) （略） 
(31) (30)に規定する数を超えて⾳声ファイルを蓄積しようとす
るときは、蓄積されている⾳声ファイルのうち、最初に蓄積したも
のから順に消去して蓄積します。 

(32) (31)の規定によるほか、災害⽤⾳声お届けサービスを利
⽤して蓄積された⾳声ファイルについては、当社が定める時間
が経過した後、消去します。 

(33)〜(51) （略） 
（注１）(39)に規定する当社が別に定める⽅法及び(13)、
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(17)並びに(46)に規定する当社が別に定めるところは、
「sp モードご利⽤規則」等に定めるところによります。 

 
（注２）（略） 

34〜45 （略） （略） 
 

別表３〜別表 10 （略） 
 

附 則（平成 29 年８⽉ 16 ⽇経企第 948 号） 
（実施期⽇） 

１ この改正規定は平成 29 年８⽉ 22 ⽇から実施します。 
（ＦＯＭＡの通信料に係る特例） 

２ 経企第 874 号（平成 28 年９⽉ 13 ⽇）の附則第２項中、「平成 30 年３⽉ 31 ⽇までの間」を「当社が定める⽇までの間」に
改めます。 
（その他） 

３ 経企第 1425 号（平成 28 年 12 ⽉ 21 ⽇）の附則第１項中、「平成 30 年４⽉１⽇から実施」を「当社が定める⽇から実施」
に改めます。 

 

(17)、(18)、(22)並びに(51)に規定する当社が別に定め
るところは、「sp モードご利⽤規則」等に定めるところによりま
す。 

（注２）（略） 
34〜45 （略） （略） 

 
別表３〜別表 10 （略） 

 

 


